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平成２１年第７回那須烏山市議会臨時会（第１日） 
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    上下水道課長        粟 野 育 夫 君 
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○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第１号 烏山小学校体育館改築工事請負契約の締結について 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開会］ 

○議長（水上正治君）  おはようございます。ただいま出席している議員は１７名です。

１９番滝田議員から欠席の通知がありました。定足数に達しておりますので、平成２１年第

７回那須烏山市議会臨時会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長以下関係課長

の出席を求めておりますので、ご了解願います。 

 次に、本日の臨時会にあたり、ただいま委員長から説明があったとおり、議会運営委員会を

開き、議会運営委員会の決定に基づき会期及び日程を編成いたしましたので、ご協力くださる

ようお願いいたします。 

                                    

     ◎市長あいさつ 

 

○議長（水上正治君）  ここで、市長のあいさつを求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇 あいさつ〕 

○市長（大谷範雄君）  ごあいさつを申し上げます。 

 平成２１年第７回那須烏山市議会臨時会を開催させていただきましたところ、議員各位にお

かれましては、何かとご多用のところ、ご参集を賜り、まことにありがとうございます。 

 本日の臨時会は、烏山小学校体育館改築工事請負契約締結についての議案１件につきまして、

上程をさせていただきます。何とぞ慎重審議を賜りますように、お願いを申し上げまして、本

臨時会招集に際しましてのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（水上正治君）  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（水上正治君）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第８０条の規定により、議長において指名いたします。会議録署名議員に 

      １２番 大野 曄君 

      １３番 平山 進君を指名いたします。 

                                    

     ◎日程第２ 会期の決定について 
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○議長（水上正治君）  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第３ 議案第１号 烏山小学校体育館改築工事請負契約の締結について 

 

○議長（水上正治君）  日程第３ 議案第１号 烏山小学校体育館改築工事請負契約の締結

についてを議題といたします。なお、議案書の朗読については、会議規則第３６条の規定に基

づき、議長が必要と認める場合を除き省略します。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１号につきまして、提案理由の説

明を申し上げます。 

 烏山小学校体育館改築工事につきまして、入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約書を

締結させていただきました。那須烏山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により提案をするものでございます。 

 なお、工事の概要等につきまして、学校教育課長より詳細説明をさせたいと思います。何と

ぞ慎重審議を賜りまして、可決、ご決定賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（水上正治君）  次に、担当課長の補足説明を求めます。 

 学校教育課長駒場不二夫君。 

○学校教育課長（駒場不二夫君）  ただいま上程中の議案につきまして、補足説明をさせて

いただきます。 

 今回、烏山小学校体育館の改築工事でありまして、既存の体育館の南側に新築をするもので

ございます。総面積は１,４９３.４平米ということでありまして、既存の体育館９３３平米で

ございますので、おおむね１.５倍ぐらいの大きさになるものということでございます。 

 内容としましては、ほかの学校の体育館とそれほど大きな構造の違いはございません。ただ、
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今まで既存の体育館にはなかったトイレをつける。今回も図面をお配りしていますので、そち

らの図面を見ていただきたいと思いますが、１階の平面図を見ていただきますように、左側、

西側になるんですが、これの南北の扉、これらもほかの扉よりも大きくしております。といい

ますのは、いろいろ文化祭とか学校行事、物品の搬入、搬出を容易にするためにスロープをし

たり、扉を大きくしているというようなこと。 

 それから、軒だかは今までよりも約２メートルから３メートルほど高くなります。ある程度

の球技も天井が邪魔にならないような形でできるような構造にしております。なお、工期につ

きましては、来年の７月１５日を設定しておりまして、これらにつきましては、来年度実施予

定であります烏山小学校校舎の補強改修、これらの工事とダブらないような配慮をしていると

ころでございます。 

 さらに、本案は本体工事のみでありますけれども、関連いたしまして電気設備、機械設備工

事も分割発注ということで同時に進行しまして、これらにつきましては、既に１３日に契約を

実施しておりますので、同じように来年の７月１５日まで一体的に整備をし、さらに全体的に

工事ができ上がった後に、既存の体育館は解体して、その後、駐車場等々の外構工事、これも

あわせて実施しますので、最終的には２２年内、１０月から１１月ごろまでにはきれいに整備

をしたいと考えているところでございますので、ご理解いただければと思っております。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（水上正治君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  烏山小学校の体育館改築工事請負契約ということでございますが、

改築と申しましても、新たに立て直す、新築ですよね。そういうような内容だということであ

ります。今回、参考資料が配付されておりますが、落札率が９９.２１％ということで、ほと

んど１００％に限りなく近いという状況であります。 

 １０月１８日の下野新聞によりますと、「八ッ場ダム工事、大半の落札率９４％を超える。

５年間７６件中６５件、談合の可能性も」ということであります。公共事業の談合問題を分析、

追及している全国市民オンブズマン連絡会議の事務局長は、一般論とした上で、９４％以上で

あれば談合の可能性は極めて高いというふうに指摘しております。 

 昨年度の関東地方整備局工事の平均落札率は９０.０６％ということであります。これは、

今回の工事に限らず、私どもに配付になりました本年３月からの入札状況、あるいは本年６月

からの入札状況を見ましても、大きな工事、那須烏山市の公共工事はほとんどが９４％以上で

あります。そうしますと、新聞に書かれているような問題が懸念をされるわけであります。 
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 そして今回、９９.２１％と。落札したのは札を入れた５者の皆さん、１００％とこの９９.

２１％の間にあと４企業体あるんですよね。こういうような状況ですから、これは前もってこ

の工事についての予定価格は議会でも公表になっておりますので、それぞれの業者には工事内

容と予定価格について公表されているのであろうというふうに思われますから、前もこういう

論議が議会の中でもありまして、なぜ本市の落札価格が９７％以上というのが多いのかという

論議がありました。 

 それに対して、今、非常に積算単価がシビアに厳しくやられている関係上、その予定価格に

近いようなことで落札されているのではないかという説明がありましたけれども、それでは栃

木県内みんなそういう状況でやっているのかなというふうに思いまして、私は宇都宮市の入札

状況を９月１カ月間に絞りまして１４億２,２００万円の工事、全部で１０５件あるんですか

ね。それの入札、落札状況を見ました。そうしますと、平均落札率は８８.５４％なんですね。

これは那須烏山市は宇都宮市よりも財政状況が豊かで、いくらでも予算の配分は心配ないのか

なと思いますが、あまりにも那須烏山市の落札状況が高どまりになっているのではないかとい

うのが私の率直な感想です。 

 そういうことで本当に市の財政を預かる本市の執行部としていいのかどうか。もっと今、仕

事が本当に各業界シビアになっておりますので、予定価格ならばそれで心配ないのか。じゃあ、

その最低価格なんか設けないほうがいいんじゃないですかね。最低価格はどういう積算に基づ

いて、本市はやられているのか。その物件、工事そのものの内容によって違うのか。一律何％

以上ならばいい。こういうような積算でやられているのか。その辺の考え方、それと本市の積

算は県内の他市町と比べて特別な積算単価を使用して、本当にシビアな積算根拠に基づくのか。

それとも、いわゆる土木工事というんですか、県内一律の積算単価に基づく積算なのか。その

辺の考え方を示していただきたい。 

 さらには、地元業者育成というのがあるんでしょうが、いずれにしましても、土木の入札方

式を本市も採用しているのであれば、Ａ、Ｂ、Ｃランクというんですか、そういうものを採用

して、指名の業者を決めているのかなというふうには思われるんですけれども、本市において

は、そういう指名のランクづけについてはどんなふうにされているのか。 

 入札について見ますと、ほとんどが那須地区関係の業者に限るんですね。なぜ那須地区の業

者に限るんでしょうか。もっと今は電子入札まで入れるような時代ですから、県内はもとより

県外でも、ほんとうに質がよくて安ければ市民の税金は助かるわけですから、１０％削れば

３億２,０００万円であれば３,２００万円がほかの事業に使えるんですよ。 

 そういうものも含めてなぜ那須地区管内の業者に限定をするのか。地元業者育成というのな

らば、そんな９９.何％なんていう入札しないで、５％切って、随契で各業者に回したらいい
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んじゃないの。そのほうが税金は助かるんじゃないですか。その辺を含めてあまりにもずさん

な内容ではないかなというふうに思うんですが、その辺、どんなふうに考えているのかご説明

をいただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  まず、冒頭の落札率の９９.２１％というのは、結果だろうとい

うことで私のほうでは真摯に受けとめるところでございます。 

 なお、平塚議員からお話がございましたように、予定価格を事前公表しているのも影響があ

るのかなということで、この予定価格の公表につきましては、事前公表するかしないかを私の

ほうで鋭意検討中でございます。ただ、今現在、事前公表しない方向に、全体的に県、それか

ら国等でも動いている方向でございますので、これは私のほうでもそういうことも十分検討し

てまいりたいと思ってございます。 

 それから、設計の積算単価でございますが、これは私どもは県が使用していますそういった

ソフトを使って積算してございますので、また、物価本等を利用しておりますので、それは我

が市の特別の積算単価をしているわけではございませんので、これはご理解賜りたいと思って

おります。 

 それから、ランクづけにつきましては、経営審査事項に基づいて、その評定に基づいてＡ、

Ｂ、Ｃで、ランクづけをして、現在そういったことで業者を、例えば一般競争入札もしくは指

名競争入札の場合はその一定の価格での工事につきましては、Ａ、Ｂ、Ｃ、それぞれランクづ

けによって工事の発注をお願いしているところでございます。 

 今、地元企業を優先する。一般的には一般競争入札でございますが、それを条件つきで本市

に本社があるとか、営業店があるとか、隣接にあるとか、そういうことがありますので、それ

らについては、基本は一般競争入札でどなたも入札に参加できるというのが理想でございます

が、現在のところ、いわゆる地元企業育成も含めてそういった地域の限定をしていることもあ

るということでございますので、これらについても地元企業育成と経費の削減も含めて、これ

も十分検討する事項でございますので、私どもの業者の選定委員会もございますので、そうい

う中で十分論議してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。（「市長はど

んなふうに考えるんですか。宇都宮は８８.７％が平均です。本市は何で９７％以上でなけれ

ばならないのか」の声あり） 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  副市長答弁のとおりで現在のところは推移をいたしております。し

かし、今後、予定価格等の事前公表、事後公表あるいは今、最低制限価格という制度は導入し

ておりませんけれども、低入札価格制度といったことで今最低制限価格は設けておりません。
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そういったところの見直し、検討も含めておりますが、いずれにいたしましても、先ほど申し

上げましたように、地元企業育成ということもございますので、そういったところも総合的に

勘案しながら、今後の入札制度については見直しも含めた検討を今しているところでございま

す。 

○議長（水上正治君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  そうしますと、本市独自の積算単価表は使っていないと、いわゆ

る土木事務所管内で使われている積算のソフトに基づいて積算されているということでござい

ますから、宇都宮市が予定価格を高く設定して８８.７％にしているわけではないということ

ですね。 

 そういうことになりますと、本市は地元業者育成と言いながら、Ａ、Ｂ、Ｃに分けまして、

本当にＡランクに入っている業者というのが何社あるかわかりませんが、限られていると思う

んですよね。Ｂ、Ｃにおきましても、ほとんどの事業が９９.６％から９９.９％ということで

すから、下野新聞の八ッ場ダムの関連工事、ほとんどが９４％以上ということですが、うちの

ほうはもうそれ以上に１００％に限りなく近いということでやられているわけだということが

はっきりしたわけですよね。 

 そういう意味で、市のほうも、国を挙げて税金の収納が大変な状況で、公共事業も全般的に

大幅な見直しとか中止とか凍結とかいうことがやられているわけですが、本市においてはこの

ような９９.２１％までいったんですね。こういうことがやられているということですので、

これは限りなく市民の立場から言わせますと、とんでもないずさんな入札がやられているので

はないかなというふうに私は思えてなりません。 

 次に、関連事業としまして電気設備工事もありますが、これもＪＶだと思うんですけれども、

地元業者と大田原の業者が競り合いまして、大田原の業者と同金額になったんですね。それで、

くじの結果、大田原の業者に決まったということでありまして、非常にこの辺でも地元業者育

成と言いながら、実際にはそうでないことがやられているということが見えるんです。 

 私がさっきから言うように、予定価格から５％をカットして６％でもいいですよ、９４％で、

それで各業者にランクごとにローテーションで回したほうが、こんな９９.幾つなんていう入

札よりも、税金を助けることができるのではないかと思うんですが。 

 そういうことよりも、公共性を保つということで公共入札をやるんですが、もっと宇都宮方

面も含めて、狭い意味で地域限定をしないで、もっと自由競争原理を働かせて、そしてシビア

な入札にしていったほうが、本当の意味で地元業者育成になるのではないのかなというふうに

思われるんですけれども、今後、指名の業者をもっと栃木県土木事務所が採用しているように、

電子入札まで栃木県土木事務所は進んでいるわけですから、そういうふうにもっと税金の使い
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みちを厳しく点検するような、それこそ行政がてこ入れをして、と宇都宮では８８.７％です

よと。この数字をどう考えますかというような形で、業者がもっともっと厳しい指導ができな

いものか。 

 それでやらないと、今までのやり方でいきますと、これからもずっと９６％、９７％、

９８％、９９％と、下野新聞のこの八ッ場ダム問題でいえば、限りなく談合だと。こういうこ

とを繰り返すことになるのではないかと思うんですが、この高値下げどまりは予定価格を控え

たからといって、私は下がらないのではないかな。本当に財政が厳しい折で市民の目も非常に

厳しくなっている状況の中で、税金の使い方については本当に市民が関心を持っている。 

 こういう中で、これから地元業者育成という意味では、今まで１年間、３月からずっとやっ

てきたものが全部地元業者育成ということで地元に落ちても、ほかの業者に丸なげで回せば、

これは違法工事になっちゃうんですよ。 

 そういう意味で、法規もきちんと守りながら、なおかつ適正な入札執行、税金のむだ遣いの

ないような、ほかの市町村と比べても何ら遜色のない入札の仕組み。そういうものがぜひやら

れてしかるべきではないかなというふうに思うんですけれども、その辺は単に予定価格の公表

を控えるだけで済むんですか。 

 その辺、先ほど市長の説明では、最低価格は設定していないということですが、ぜひ入札最

低価格の設定をして、私が聞いている範囲では、こういう工事全体、原材料費というものは工

事の３割にも満たないというじゃないですか。あとはそれぞれの業者の腕だというふうに聞い

ております。 

 だから、そういう意味で、９９.何％になる必要がないんですよ、これね。この９９.２１％

の上に４社あるんですよ、１００％の中に。これは大変なことですよ。９４％以上で談合の疑

いありと言われている中で。そういう意味で、最低価格を設定して、そして業者に厳しい指導

をして、本当に技術を磨いていただくようなことも含めて、税金のむだ遣いのない、市民から

誇れる事業の執行を行っていただきたいと思うんですが、工事関係の入札の検討委員会を市民

の代表も含めてつくって、厳しくその辺、他市町と比べて遜色のない入札が執行できるような

方策がとれないものかどうか。その辺のご検討をお願いしたいと思うんですが、ご回答をお願

いしたいと思います。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  入札制度につきましては、他の市町村と私どもの市が特別に違う

ということはないと思ってございます。今、平塚議員がおっしゃったように、落札率の高どま

りは結果論でございまして、宇都宮の８８％はそういう結果だということで私のほうでは受け

とめております。しかし、高どまりだということを私どもは認識していますが、先ほど申しま
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したように積算根拠に基づいて予定価格を設定するわけでございます。したがって、先ほどの

事前公表なのか事後公表なのかも含めて、それは検討すべきだということで私のほうでは十分

してございます。 

 それから、業者に指導すべきではないかということは、これは指導すべきではない。それは

結果でありまして、業者に幾らで落札しろと、これはそういうことはできませんので、いわゆ

る公平、公正の中の自由競争の中で入札は行うわけでございますので、結果はそうでございま

して、したがって、そういうことであるということは私のほうで真摯に受けとめてございます。 

 それから、一般競争入札を原則といたしますと、これは条件をつけるのか、条件をつけない

のかによって、これは差はございます。したがって、那須烏山市を限定とする一般競争入札な

のか、栃木県内の範囲を決めて一般競争入札するのか。いや、そんなことは一切しないで、一

般競争入札をするのか。これは十分検討する必要がございます。 

 したがって、これは全国でそういった広い範囲で競争させるということになると、じゃあ、

地元業者の育成ということと絡まってまいりますので、それらについても、これは慎重に私の

ほうで検討してまいりたい。基本は一般競争入札であるということは、私どもは十分認識して

ございますので、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １６番平塚英教君。 

○１６番（平塚英教君）  やはりその辺、地元業者育成を唱えながら、この那須郡内に限定

するということになりますと、非常に参加する業者は限られますから、当然その中での談合と

は言えませんが、連絡は密になるというふうに私は思われます。そういう意味で、やはりもっ

とエリアを広げて、地元業者の技術力の向上を図ってやるべきではないかなと思います。 

 そういう意味では、なぜ、この財政豊かな那須烏山市が９６％、９７％、９８％、９９％な

のか。宇都宮市が８８.７％なのか。その辺の入札にかかわる担当部局としても、ほかの市町

村の入札執行状況を十分検討、調査をしていただきまして、そして、その辺の検討を進めてい

ただきたいというふうに思うんです。 

 それと、最低価格はこれからも設定はしないんですか。私は最低価格を設定して、烏山町の

時代には最低価格がありましたよね。私たちが議員になったころはずっと各工事にありました

が、今は何かそれが公表されないのでおかしいなと思ったら、最低価格がないというんでね、

限りなく１００％に近いことを進めているから、最低価格なんか必要ないということなのかも

しれませんが。 

 その辺、今、栃木県土木事務所におきましても、電子入札で本当にシビアな工事請負の方法

に切りかわっている時代の中で、やはり市民から見て市民の税金を大切に使っていると言われ

るような入札の執行の仕方があってしかるべきではないかなというふうに思うんですが、他市
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町の入札のやり方も十分検討いただくということと、入札指名の全くフリーになってしまいま

すと、大手のものに取られてしまうみたないおそれがあるんでしょうが、市民号なんかはもう

何回かやりましたけれども、決して大手のものが安くて地元が高いなんていうことはないんで

すよね。 

 だから、そういうことも含めて、那須管内に絞らないで、宇都宮方面も含めて指名の範囲を

もっと広げて、そしていわゆる地元企業の技術力向上を含めて、入札の改良、改善を進めてい

ただきたいと思うんですが、もう一度ご回答をお願いしたいと思います。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  電子入札のお話もございました。これは当然、私のほうでも電子

入札は承知してございまして、この電子入札についての研究はしているところでございます。

ただ、費用等も絡んでまいりますので、ある時期においては電子入札も必要であるということ

は当然承知してございますので、ご理解賜りたいと思います。 

 それから、入札の条件の範囲を広げることはやぶさかでございませんので、また、那須地域

にするのか、塩谷郡、それから宇都宮市、河内までを含めて、また栃木県内含めて、こういう

ものについては十分検討してまいりたいと思います。これは今後の課題として十分肝に銘じて

まいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 工事の内容によっては最低制限価格は設定してございます。ただ、本年はまだそういうこと

でやっておりませんので、これは必要に応じて最低制限価格は設けることはありますので、こ

れはご理解を賜りたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ほかにございませんか。 

 １２番大野 曄君。 

○１２番（大野 曄君）  入札に関しては今まで各議員が一般質問等などで何回もやってい

ることなんですが、この入札は確かに状況調書というのを配付されて私たちも見るんですが、

先ほど平塚議員が言ったように、他のあれからすれば確かに落札率が９９.幾つなんていうの

が随分あるんですよね。これは予定価格があるということの中でいうと、業者側ではどうにで

も、悪く言ったらば談合的なあれで、あなたのところで今度は受けろよということであれば、

当然こういう近い数字が出てくるのではないか。こういうふうに私も思うんです。ですから、

その予定価格というのを公表するというのは本当にいいことなのかどうなのか。こういったこ

とを今後ひとつ検討していただきたいと思います。 

 それから、今この入札のあれなんかも緊急経済対策の１つとして、これは中のやつなんです

よね。そうしますと、できればやはり那須烏山市内の業者にやっていただくということが最も

適切なのではないか。私はそのように思うわけです。 
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 つい何カ月か前に、我々経済建設常任委員会と商工会の工業部会の方たちとの中で、いろい

ろと話し合いを持ったことがあるんですが、そのときに、建設会社の方なんですが、出た話で

は、Ａ、Ｂ、Ｃとランクづけがある。ＡランクはともかくＢランクは１,０００万円以下のも

のしか入札できないんだと。ついこの間の話では、１,０５０万円といったら、もう１,

０００万円超えたから我々には入札権がないんだという中で、その業者が言うには、やはりで

きれば１,５００万円ぐらいまでは金額を上げていただいて、Ｂ、Ｃのランクの方がそれに混

ざれるという形をとっていただきたいという話が建設会社のほうからも声がありました。 

 それに、あと１つ、これはここにはないんですが、太陽光発電、たしか体育館と図書館につ

くる予定でありますよね。これなんですが、実は今後、こういったものは非常に重要で業者に

とってもいろいろと勉強しながらでも資格をとっていきたいという中でやろうとしていたが、

那須烏山市以外の業者に決まったとかで非常に残念だというような話も席上では言う方がおり

ました。 

 そういったことをあれして、できれば今後そういう工事はどんどんふえていくのではないか

と思うので、地元の業者を養成するためにも勉強の場をということで、地元を優先にというこ

とを考えていくことが必要なのではないかと思ったので、市長、ちょっとその辺についてお伺

いします。 

○議長（水上正治君）  今の大野議員の発言は、これからちょっと逸脱している部分があり

ますけれども市長、答弁できれば。 

 市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  入札関連の中で、まず予定価格については先ほど副市長が答弁され

ましたように、見直しを考えるというようなことでございますので、そのようにさせていただ

きたいと思います。 

 予定価格の事前公表ということについては、職員の漏洩問題等がございまして、そういった

ところがやはり他市町村であるということが報道されておりますけれども、そういった防止の

ための良策であるというようなところから、予定価格の事前公表を取り入れたという経緯もあ

ることもご理解をいただきたいと思います。 

 また、緊急経済対策の中でも地元業者育成という形で基本的に進めているわけでございます

けれども、その中でランクづけ、Ａ、Ｂ、Ｃということでございますが、あくまでもこれは独

自のランクづけというのはしておりませんで、県のランクに準じているわけであります。しか

し、いろいろと工事の内容等の検査、報告を聞きますと、いろいろとＡランク、Ｂランク、Ｃ

ランクの業者さんでもＢランク、Ｃランクの業者さんでもしっかりと対応されている業者さん

が大変多くあると聞いております。 
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 したがいまして、そのようなことで、金額を１,０００万円以内、１,０００万円以上という

ふうなことで分けておりますが、この辺も大いに私としては見直していただきたいというふう

に思います。したがって、ＢランクでもＣランクでもしっかりとやっておられる企業の皆さん

方には、そういった受注機会を多く与えてあげたいと思います。 

 太陽光発電等については、まだ具体的に報告を受けていませんけれども、そういったところ

はまだ決定をなされていないというふうに私は理解をいたしております。もちろんこれは土木、

建築、太陽光であれ、地元の業者さんでできるものは当然私は地元でやるべきだろうと基本的

に考えております。そのようなことは環境問題であっても考えていきたいと思っておりますの

で、ただ、政権が変わりまして、補正問題もまだ棚上げになっているような状況でございます

ので、そのようなところは確定はされていないと思っています。 

○議長（水上正治君）  １２番大野 曄君。 

○１２番（大野 曄君）  申しわけありません。質問の内容が外れまして、１つ、そういっ

たことのあれも今後ぜひ検討していただきたい。これで終わります。 

○議長（水上正治君）  １８番山隆四郎君。 

○１８番（山隆四郎君）  今日の入札の結果を見ますと、先ほどから議論になっていた

９９.２１％と。それで、予定価格に対して９９.２１％、低入札基準価格というのがあります

が、これ以下だと工事が完成することができない。そういうふうに考えてよろしいんですか。

それとも、これ以下でも工事は完成することができる。基準の価格でありますから、その辺の

ところはどういうふうに理解をしているのか、ちょっとお答えをいただきたい。 

○議長（水上正治君）  総務課長木村喜一君。 

○総務課長（木村喜一君）  低入札基準価格につきましては、この金額では工事成功が危ぶ

まれるのではないかという１つの判断基準の金額でございます。これを下げて、これ以下の金

額で入札があった場合には、個々に入札業者の経営実態なりを調査いたしまして、あるいはそ

の設計業者、県の技術センター等に照会いたしまして、この金額でできるかどうか確認した上

で判断をいたす金額でございます。 

○議長（水上正治君）  １８番山隆四郎君。 

○１８番（山隆四郎君）  そうすると、この表の一番裏を見てください。電気設備、落札

業者、斎藤電気工業、金額１,５１５万３,０００円。下の低入札価格１,５９７万、このほう

が低いんでしょう、これ。そうすると、この低入札基準価格というのも危ぶまれてくる。現に

同じものの中で片方は９９.２１％ですよ。片方は８０％ですよ。こういう工事でこれが完成

できると、審査もやったでしょう、当然。斎藤電気工業では、この値段でできないのか。そう

したらちゃんとできるという結果が出て、こういうふうになったんでしょう。だったら、９９.



平成21年第７回臨時会 第１日 

－17－ 

２％なんてこんなふざけた話がどこにあるんですか。 

 一番いいのは、低入札基準価格というのを予定価格にぶっ込んじゃえばいいんだ。そうすれ

ばこれは適正な価格、できるかできないかのぎりぎりの線だと。それともう一つは、先ほど来

から言われている丸投げという工事なんですよ。ある業者が受けたら、その仕事を実際やって

いるのはどこかというと、とんでもないところの市外の業者なんですよ。これをやるから、自

社でやればこんな高い金額でなくたってできるんですよ。これを他者に渡すから、頭が離れる

から、こういう高どまりになっちゃうんですよ。９７％か９８％。 

 それともう一つは、業者が多過ぎて、工事が年間通してないんですよ。ぽつりぽつりと、だ

から、困るんですよ。従業員を雇うことができないんですよ、現場監督も。だから、こういう

金額になっているので、これはこれからまだまだ出ますからね、学校の改修。いつもこういう

ふうな高どまりの金額で受けさせるということは果たしていいものかどうか。 

 それと自社でできないのか。何でもかんでも丸投げすればいいという問題じゃない。だから、

これは禁止されているんだから。どういうことかというと、利口だから、材料はうちで買いま

した。現場管理者はうちで出しています。実際やっているのは、何とか建設とか、何とかとい

う他社の業者なんです。その辺を考えてやらなければ、これはなかなか難しい。 

 しかし、９９.２１％というのは異常です。これだったら、低入札価格は２億７,４００万円、

このぐらいの金額でできるんですよ。ところがこっちは３億２,２００万円、これじゃどれだ

けもうけるのよ。これではちょっとやはり市のほうも、もう少しこの入札制度の中身を変えて

考えなければ、同僚議員が言ったように税金のむだ遣いということになります。 

 私は野上小学校の階段の問題でも、あれだけ厳しく追及したのは、やはり税金のむだ遣いが

あってはならない。そういうわけで厳しく追及をしたのでありますが、既にその問題はもう決

着済みでありますが、これももう入札を１回やってもう１回入札やり直しなんてできないわけ

だから、落札しちゃっているんだもの。 

 だから、次の価格からこういうばかな数字は出てこない。少なくとも低入札基準価格ぐらい

で予定価格をぶっ込んでみな。それだってちゃんと落ちるから。それだけの工事内容で、どこ

がだめだとか、そんなことはないわけだから、なぜかというと、検査を厳しくすればそういう

ことはない。公共工事の検査は厳しいから、だから、その金額でやってみろというような方法

で、これからの入札をやる気があるのかないのか。その辺のところを答えていただきたい。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  山議員重々承知の上での質問かと思いますが、予定価格と低入

札基準価格は違うこともご理解いただいてのお話だと思います。したがって、予定価格を幾ら

に設定するのかということは、積算根拠がきちんとしているかどうか。そこに尽きるわけでご
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ざいますので、これは私のほうでは十分精査して、適正単価を設けて予定価格設定をするとい

うことでございますので、これはご理解いただきたいと思います。 

 これはやっているつもりでありますが、ただ、民間と公共工事が非常に高いのではないか。

そういう差があることは私のほうでも承知してございますので、これは何らかの、また、独特

の積算単価を持つようなそういう環境にあればよろしいのでありますが、スタッフの面、情報

調査の問題、そういったものがないのでありますので、物価単価を利用したり、県等のソフト

を利用しているということもご理解賜りたい。これは宇都宮市のような大きな組織を持てば独

自のソフトを持っているのだろうと思いますが、栃木県内の３０市町は大部分はそれらを利用

しているということもご理解賜りたい。これが私どものこれからの研究課題であると思ってお

ります。 

 それから、丸投げの問題でございますが、これは特定業者を一部下請については特定業、建

設業を持っていなければできないわけでありますので、これは事業課の担当課がそういった落

札した請負業者が丸投げしているかどうか。一部下請工事を出せない業者がやっているという

ことは問題でありますので、当然それは施工中については指導、監督をしてまいりたいと思い

ますので、そういった体制も整えてまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと思います。 

 それから、高どまりの件は、先ほど来、平塚議員にも答弁してまいりましたが、条件をつけ

るかつけないかにかかっているのではないかと思っております。したがって、その参加される

業者の広い範囲をとれば、宇都宮市のように多くの業者を抱えている市においては、そういっ

た競争力が発生して、結果的にはそういった落札になっているのではないか。それはあくまで

も想像でございますが、そういったものについては私はあるのではないかと思いますので、こ

れは今後の条件をつけるかつけないかによって、落札率は変化するのではないかと個人的には

思っていますので、これは十分私どもの請負業者の選定委員会の中でこれは今後の検討課題で

ある。またそうあるべきであろうと私個人は思っておりますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（水上正治君）  １８番山隆四郎君。 

○１８番（山隆四郎君）  価格の問題、これはできるはずです。今、設計の単価、これは

県の基準、これは最終的には会計検査院が入らなければ合併特例債を使っているんだから、こ

れは独自に市のほうで設定できるはずであります。積算単価は土木でも建築でも東京が中心な

んです。地方に来るとそんなにかからない。それなのにその単価から切り落とす金額が少な過

ぎるんです。もうちょっとその単価を切り落とす。 

 どういうことかというと、普通のコンクリート、打設するときに棒を持ってこうやっている

人、その人１日幾らか。１万５,０００円。払っているのは６,０００円ぐらいしか払っていな
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い。そういうのが単価ですからね。その中から、その単価を１万５,０００円にする、１万３,

０００円にする、１万円にする。現場は、その人が実際もらっている金額が６,０００円ぐら

い。だから、その単価を下げること、すべてのものを見直しながら、そういうことをやってい

く。それは膨大な時間がかかりますよ。そんな簡単にはできないわけです。 

 しかし、これを出してくる設計、監理、ここをやっている業者には実際こういうふうにして

出してくるわけだから、この単価を。普通の単価じゃだめだ。切り方をもうちょっと切り込め。

１０％以上２０％単価を下げろ。そういうふうな指令を出して、結局設計単価もそうすれば安

くなる。施工単価も安くなる。その安くなることをいかに切り詰めていくか。そういうのは市

の職員ができないんだから、それだけの人材はいない。だから、これは設計屋にやらせなくち

ゃだめなんです。ところが、設計屋は単価が高いほうが自分がもうかるから、そんなもの低く

しない。 

 そうじゃなくて、今度は設計屋の入札だって厳しくしなくちゃならない。この条件を飲む業

者じゃなくてはやらせない。そのぐらいの気力でこの単価を切り込まないと、これから何十億

円も使っていくんだから、耐震のために。早く言ったら市民の税金を節約できる。こういうこ

とだから、ぜひともこれは総務課長かだれかわかりませんが、石川副市長なのかわかりません

が、本気になってふんどしをしめてかかって、そしてできるだけこの工事を安くする。そして

検査を厳しくする。こういうふうな姿勢で臨む気概があるのかないのか。イエスかノーか、こ

れだけで結構でありますから。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  山議員おっしゃることは十分私どもも承知するわけでございま

す。したがって、先ほど来から答弁しておりますように、私のほうではそれだけの技術者がい

ないし、また、そういった能力がないということもひとつご理解賜りたいと思います。したが

って、これは私どもの市だけの問題ではございませんで、他の県内の３０市町も同じような考

えだろうと思います。 

 したがって、これは今、議員のおっしゃったことは、私のほうでも県の技術センターとか、

栃木県でも全国のやつを大体採用していますから、栃木県独自のそういったものができないか

どうか。これは十分、私のほうでは県土地整備部の管理下になろうかと思いますが、そういっ

たことについて集まる場合もありますので、そんなことで都市建設課長を中心に話題をして、

また、県の市長会なり町村会の中でそういったものができないかどうか。これは研究課題にさ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ６番沼田邦彦君。 

○６番（沼田邦彦君）  １点お伺いいたします。先ほど来、落札率の問題でいろいろと質問
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が出ておりますが、確かに落札率に関しましては業者側のモラルの問題もありますので、私は

違う観点から質問させていただきます。 

 今回、工事請負契約ということで上がってきておりますが、契約額が３億３,６００万円、

本当に大きな金額になろうかと思いますが、この落札決定に至るまでに３億３,０００万円と

いう金額を考えたときに、那須烏山市の入札要綱、また、栃木県の入札規則などをもとにして

いきますと、何社ぐらいの指名が適当なのか。この報告書を見ますと、ＪＶ５社で入札がされ

ておりますが、那須烏山市の要綱を調べますと何社が適当なのか。そこをお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  総務課長木村喜一君。 

○総務課長（木村喜一君）  市の入札事務取扱規程に基づきますと、これは指名した場合の

業者数になりますけれども、建築一式工事につきましては金額的には３億円からの額になりま

すので、１０社以上ということになるかと思います。 

○議長（水上正治君）  ６番沼田邦彦君。 

○６番（沼田邦彦君）  この１０社というのは指名入札があくまでも対象で、今回はそうで

はないから一概には言えないということですね。了解です。 

○議長（水上正治君）  ２０番髙田悦男君。 

○２０番（髙田悦男君）  連合栃木では、公契約について適正化を求める運動をしています。

それは、末端で働く労働者の立場でたたき合いの入札あるいは非常に低い価格での落札のとき

には、しわ寄せは末端で働く労働者の賃金に跳ね返ってくるわけなんです。下請事業者の不払

い、あるいはそこで働く労働者の賃金が不当に低い。そういう状態が起こり得るわけです。そ

ういう場合に、市として事業者にどう指導しているのか。その点についてお尋ねいたします。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  今、公契約のお話等でそういう話がございます。したがって、先

ほどの低価格入札価格、そういった基準になったときにはそういったものに、例えば資材を購

入したときに未払いはないか。また、賃金の未払いはないかとか、そこまで調査するわけでご

ざいまして、当然、業者については賃金の未払いとかそういったことがないようにお願いして

いることでございます。これは当然だろうと思います。 

○議長（水上正治君）  ２０番髙田悦男君。 

○２０番（髙田悦男君）  問題は、落札した事業者の正社員ならいいんですが、下請、孫請

になるとどうしても低賃金で、あるいは不払いが事実発生しています。その点についても再度

どのように指導するか、今後の方針をお聞きしたいと思います。 

○議長（水上正治君）  副市長石川英雄君。 

○副市長（石川英雄君）  当然そういうことのないように業者に指導してまいります。また、
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そういったことが事実未払いの業者等から法的にそういった訴えがあった場合には、私のほう

では当然指名停止基準に基づいてそういったものを措置するということで考えてございます。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  ４点についてお伺いいたします。まず１点なんですが、政権交代

になって緊急経済対策、これは政府の予算１５兆円ほど計上しました。そのうち、３兆円を削

減しているとして、今政府のほうで努力しているわけなんですが、今回の工事費の中でそうい

った影響を受けるような部分があるのかないのか。これが１点です。 

 ２点目は、本体工事は３億３,６００万円、それにきょういただいた入札の結果の状況を見

ますと、電気、機械合わせまして４億１,１５５万円になります。これの財源内訳がわかりま

したらお伺いしたいと思います。これが２点目です。 

 ３点目なんですが、これは９月１８日に全員協議会の際、いただいた資料によりますと、烏

山小学校についてだけ申し上げますと、既に発注した工事のほかに、体育館の解体、外構工事、

さらには太陽光発電装置、これも計画しているわけです。この前の説明では、現在設計中とあ

りましたが、もうこれは既に金額が出たのかどうのか。概算金でも結構ですからもしわかりま

したらこの点についてお伺いしたいと思います。 

 ４点目、これはちょっと厳しくなるかもしれません。緊急経済対策にかかわる予算の際、私

申し上げました。このことは市が発注する工事とか、文具に至るまで可能な限り市内の業者に

受注させるべきではないか。それが１つの市の経済の浮揚策につながるのではないかというこ

とを私申し上げました。 

 それに対して、執行部の答弁では、そのように努力しますというような答弁をいただいてお

ります。そこでお伺いしたいんですが、今回、先ほど申し上げました本体、電気、機械を合わ

せますと４億１,１５５万円あります。このうち、市内の業者等が実際に提供できる資材、技

術力、これはどのぐらいになるのか。この辺のところは分析されているのでしょうか。以上

４点についてお伺いします。 

○議長（水上正治君）  今の質問も多岐にわたりました。今回の改築工事以外の部分もあり

ますけれども、答弁できるものはしていただきたいと思います。 

 総合政策課長国井 豊君。 

○総合政策課長（国井 豊君）  緊急経済対策関係でありますが、国の平成２１年度の補正

予算の見直し、先ほど中山議員が言われましたように約３兆円の見直しがなされているようで

ありまして、本市への影響でございますが、７月の臨時議会にお願いいたしました経済対策の

関係で、まず申し上げておきたいと思っておりますけれども、第１点は、烏山小学校の屋内運

動場の太陽光発電ですね。これは来年度の事業になりますが、繰越事業ということで予定して
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おりますけれども、これが２分の１、約１,０００万円ほど国庫補助を予定しておりますが、

現時点ではこれらの事業が国においては停止がなされる見込み。ただ、はっきりとした国ある

いは県を通じて、担当課のほうに正式に通知が参っているかどうかはまだ来ていないというふ

うに思っておりますが、メニューとして挙がっているということだけご理解いただきたいと思

います。 

 それから、子育て支援関係で、全額国庫補助でございますが、子育て応援特別手当給付金、

経済対策費に計上してございましたけれども、本市におきましては１２月の補正で計上する予

定でございましたけれども、ご承知のように、国においてはこれは全額停止するというふうな

ことに決まったようでございますので、現時点では直接、本市においては影響がないのかなと

いうふうに思っております。 

 それから、農政課関係の事業で、農地有効利用支援整備事業ということで、農業排水、農道

整備事業、９カ所で総事業費６１０万円、うち国庫補助が２００万円ほど予算計上してござい

ます。これについてもメニューとして挙がってございます。 

 それから、学校教育費関係の学校ＩＣＴ環境整備事業、小学校、中学校ともにでございます

けれども、地デジのテレビ、アンテナの改修、電子黒板、校内ラン関係、これらについても停

止のメニューに挙がってございます。小学校、中学校合わせて総事業費６,６５０万円を予定

しておりますが、うち、国庫補助を１,６６６万円を予定しております。 

 さらに、経済対策ではございませんが、９月の議会に補正をお願いいたしましたユビキタス

タウン、全額総務省の委託事業になっておりますが３,０００万円を予定してございました。

これについても現時点で執行額の明示はされておりませんけれども、メニューには挙がってい

るということでございまして、これらについては現時点ではまだ本市の事業としては停止をし

ているということでございますが、今後、必要な事業等については議会のご協力をいただけれ

ば市の一般財源等をもって対応していきたいというメニューも、中にはあるかというふうに思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（水上正治君）  学校教育課長駒場不二夫君。 

○学校教育課長（駒場不二夫君）  体育館の本体工事のほかに、来年度以降になりますが、

先ほどもちょっと触れましたように解体費、それから、そこを駐車場に整備するということは

現在設計中でありますので、まだ、正式な数値は上がっておりませんが、おおむね両方合わせ

て３,０００万円程度であろうと見込んでおりまして、あわせて全体的に４億５,０００万円、

当初建物だけで見ていたその範囲の中であがるかなと期待しているところでございます。 

 これらの国庫補助３億３,６００万円、本体工事の財源関係でございますが、平成２１年度、
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平成２２年度と分かれて入ってきますので、トータルして８,６００万円ほどの補助金を見込

んでいるところでございます。 

 それから、資材関係につきましては、地元かどうかということの分析は申しわけありません、

しておりませんので、ここではお答えしかねる状況でございます。 

 以上です。 

○議長（水上正治君）  中山議員に申し上げたいんですが、１番目の質問、全員協議会のと

きにその問題をちょっと皆さんにというふうに思っていましたので、その問題は今回の請負契

約とはちょっと外れているので、できればその次にお願いしたいと思っております。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  私の質問の仕方がちょっと悪かったのかもしれませんが、私、

３兆云々ということは、今回の本体から電気から機械を合わせました４億１,１５５万円の請

負額になります。この中に政府が今回３兆円ほど削減しようとしているそれが含まれているの

かいないのか。これをお伺いしたかったんです。 

○議長（水上正治君）  学校教育課長駒場不二夫君。 

○学校教育課長（駒場不二夫君）  その問題につきましては、既に学校耐震化というのは子

供の安心、安全の問題でもございますし、内示が来ておりますので、これらは補助金の影響は

ございません。凍結とかそういうものはありませんので、先ほど申し上げたような予定した補

助金を見込んでいるという状況でございます。 

○１７番（中山五男君）  了解しました。 

○議長（水上正治君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 
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 採決いたします。日程第３ 議案第１号について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（水上正治君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決いたしました。 

 これをもちまして、この臨時会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 ここで、市長のあいさつを求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇 あいさつ〕 

○市長（大谷範雄君）  ごあいさつ申し上げます。 

 本日の臨時会の議案は１件を上程をさせていただきました。原案のとおり可決、ご決定賜り

ましたことは、まことにありがたく、厚くお礼を申し上げます。 

 議員各位には、今後も那須烏山市発展と住民福祉の増進のために、なお一層ご指導、ご鞭撻

を賜りますようお願いを申し上げます。 

 朝夕めっきり涼しくなってまいりましたので、議員各位におかれましては健康に十分に留意

をされまして、ご活躍されますようお祈り申し上げまして、閉会にあたりましてのごあいさつ

とさせていただきます。大変ありがとうございました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（水上正治君）  以上で、平成２１年第７回那須烏山市議会臨時会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。 

［午前 １１時１４分閉会］ 
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